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資料 ②
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下水道使用料改定（案）説明資料

八代市の市木である「晩白柚」と畳の材料として使用され日本一
の生産量を誇る「い草」がデザインされています。

～八代市のマンホール蓋～



１．下水道使用料改定理由及び概要

（１）使用料の改定理由

令和５年度から現金収支がマイナスになる見込みであるため。

＜主な要因＞

① 使用料収入（有収水量）の伸び悩み

② 維持管理費の増

③ 低い経費回収率

④ 一般会計の財政状況悪化による繰入金の減
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（単位：百万円）

31年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度

収益的収入 3,286 3,195 3,247 3,232 3,285 3,314 3,373 3,393

収益的支出 2,809 2,796 2,809 2,892 2,906 2,943 2,982 3,001

純損益 477 399 438 340 379 371 391 392

資本的収入 2,894 3,179 2,930 2,786 2,467 2,440 2,416 2,393

資本的支出 3,979 4,250 3,988 3,956 3,656 3,702 3,640 3,635

差引 △ 1,085 △ 1,071 △ 1,058 △ 1,170 △ 1,189 △ 1,262 △ 1,224 △ 1,242

47 24 △ 17 △ 11 △ 33 △ 61 △ 53 △ 48

367 391 374 363 330 269 216 168
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① 使用料収入（有収水量）の伸び悩み

【主な要因】

 人口減少による水洗化人口の伸び悩み

 節水型トイレ・家電の普及による一人あたりの使用水量の減少

※「有収水量」とは、処理した汚水のうち下水道使用料の対象となる水量を表す。

有
収
水
量
（㎥

）

図１ 有収水量・水洗化人口の推移
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② 維持管理費の増加
【管 渠 延 長】汚水４０８㎞、雨水２８㎞、計４３６㎞（令和３年度末見込）

【汚水ポンプ施設】中央中継ポンプ場（昭和５９年度供用）、松崎中継ポンプ場（平成６年度供用）

麦島中継ポンプ場（平成１８年度供用）

【雨水ポンプ施設】野上ポンプ場（昭和４７年度供用）※平成２４年度に増設

中央ポンプ場（昭和５６年度供用）、麦島ポンプ場（平成１７年度供用）

【処 理 場 施 設】八代市水処理センター（昭和５９年度供用）

【雨 水 調 整 池】北部中央公園雨水調整池（令和３年度供用）

◆増加要因：区域拡大に伴う総処理水量の増加、施設の老朽化による補修費の増加
図２ 維持管理費の推移
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※処理場費に
は流域下水道
維持管理負担
金を含む



③ 低い経費回収率

【主な要因】

 平野部で勾配が少ない

 ポンプ場の建設など整備費が割高

 人口密度が低い

 水洗化率が低い

※「経費回収率」とは、汚水事業に係る経費（維持管理費・資本費）のうち、

使用料で賄われている割合のことをいう

令和３年度末（見込）における経費回収率・・・６７．４％
→残りの３２．６％は、一般会計からの繰入金や企業債で賄わざるを得ない状況

資本費（元利償還金）
の高騰

使用料収入
経費回収率 ＝

汚水処理経費

整備に見合う
使用料収入が確保できない
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表１ 経費回収率予測
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元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度

（実績） （実績） （見込） （見込） （見込） （見込） （見込） （見込）

㎥ 5,749,275 5,757,887 5,817,730 5,836,064 5,854,396 5,865,717 5,869,520 5,883,759

千円 1,163,618 1,181,113 1,188,918 1,203,180 1,187,547 1,188,542 1,188,037 1,190,589

千円 678,811 689,499 753,261 759,829 767,126 766,816 766,870 766,529

使用料対象分（ア） 千円 670,407 680,593 744,987 751,555 758,087 757,777 757,831 757,490

公費負担分　（イ） 千円 8,404 8,906 8,274 8,274 9,039 9,039 9,039 9,039

千円 1,973,732 1,956,463 1,919,063 1,868,312 1,832,598 1,810,382 1,716,479 1,678,890

使用料対象分（ウ） 千円 1,086,733 1,119,868 1,019,793 888,339 890,569 835,068 821,191 810,838

公費負担分　（エ） 千円 886,999 836,595 899,270 979,973 942,029 975,314 895,288 868,052

千円 178,122 210,148 189,362 100,314 136,309 120,703 124,785 129,239

千円 415,400 409,200 386,500 336,400 324,800 283,600 266,200 248,500

項　　目

 有収水量 　         （Ａ）

 使用料収入          （Ｂ）※現行

 汚水処理原価        （Ｃ）
千円 2,483,349 2,445,4192,599,724 2,577,198

維持管理費（１）

内
訳

資本費　　（２）

内
訳

2,652,543 2,645,962 2,672,324 2,628,141
 =（1）+（2）

1,568,328

 経費回収率          （Ｅ）
72.0 74.6 75.2 75.9

 使用料対象経費      （Ｄ）

 =（ア）+（ウ）
千円 1,757,140 1,800,461 1,764,780

73.4

1,639,894 1,648,656 1,592,845 1,579,022

377,739

53.4

千円 593,522 619,348 575,862 436,714

43.5

 =（Ｂ）/（Ｄ）
％ 66.2 65.6 67.4

 経費回収率【資本費分】（Ｆ）

 =(（Ｂ）-（ア）)/（ウ）
％ 45.4 44.7

補填

財源

一般会計 （Ｈ）

企業債借入 （Ｉ）

 =（Ｄ）-（Ｂ）

50.8 48.2 51.6 52.4

 資金不足額          （Ｇ）
461,109 404,303 390,985



○維持管理費のうち公費負担分（イ）

◆ 下水道の規制に関する事務に要する経費

◆ 水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費

○資本費のうち公費負担分（エ）

◆ 分流式下水道等に要する経費

◆ 高資本費対策に要する経費（供用開始30年未満の事業）

◆ 緊急下水道整備特定事業に要する経費

◆ 下水道事業債（特例措置分・特別措置分）の償還に要する経費

◆ 流域下水道の建設に要する経費

○補填財源のうち企業債借入（Ｉ）

◆ 資本費平準化債・・施設の耐用年数と当該施設整備に係る借入金の償還年数との差により

生じる資金不足を解消するとともに、整備当初における利用者の負担

を軽減し、世代間の負担の公平を図るため借り入れる企業債

◆ 特別措置分・・・・資本費に対する交付税措置で、従来の公費負担割合による額と新たな

公費負担割合（平成18年度～）による額との差額に対して借入が可能

となる企業債

上記の（イ）及び（エ）については、交付税の対象となるため
使用料対象経費から控除する。
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④ 一般会計の財政状況悪化による繰入金の減

八代市の一般会計の財政状況
 地方交付税の削減（令和3年度より合併算定替の上乗せが終了）
 少子高齢化の進展に伴う扶助費など義務的経費の増加
 新庁舎建設や豪雨災害などによる公債費（借入金返済額）の増加
 大規模災害等に備えた基金残高の確保が必要

一般会計からの繰入金の大幅な削減が予想される中、本来の受
益者負担の原則に基づき、下水道法第20条で定める適正な使用料
の設定が必要となる。

一方、下水道事業では・・・
 収入不足分を一般会計からの繰入金（税金）で補てんしている状況
 下水道の区域外の方々にも負担を求めることになるため、本来の「使用者負担

の原則」から公平性を欠いている状況

8



図３ 汚水処理経費・下水道使用料の推移

（単位：億円）
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（２）改定（案）の概要

①下水道使用料の法的根拠

◆ 条例の定めにより、使用料を徴収することができる。

（下水道法第２０条第１項）

◆ 使用料の原則 （下水道法第２０条第２項）

◆ 独立採算制の原則（地方財政法第６条）

・量、水質に応じたものであること。
・適正な原価を超えないものであること。
・定率、定額で明確なものであること。
・不当な差別的取扱いをしないものであること。

公営企業は、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費
は、当該公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければならない。

10



②使用料算定期間

諸経費の物価変動、有収水量等
の的確な判断が困難となる。

長期の算定期間

対象経費の変動が大きくなる可能
性があり、公共料金として安定性
に欠ける。

短期の算定期間

３年から５年程度の算定期間の設定が妥当

本市の場合、これまでの料金改定においても概ね４年間として
おり、今回も「令和５年度～８年度」までの４年間とする。

11



③使用料対象経費

図－１ 下水道管理費（維持管理費・資本費）の構成

下水道管理費

汚水経費

雨水経費
（公費負担分）

使用料対象経費
（私費負担分）

使用料対象外経費
（公費負担分）

 維持管理費
 資本費

（企業債償還元金及び利子）

 維持管理費
（下水道規制経費、水洗化
普及経費など）

 資本費
（分流式下水道等に要する
経費など）

※雨水に係る経費については、自然現象に
起因するもので、その受益が広く一般市民
に及ぶこと等により公費負担とされている。

使用料対象経費とは、汚水事業に係る経費（維持管理費・資本費）のうち、
公費負担分を除いた下水道使用料で負担すべき経費のこと。

12



維持管理費

資本費
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科目 内　　　　容

管渠費 管渠の清掃等維持補修に要する経費

ポンプ場費 ポンプ場の運転、維持補修等に要する経費

処理場費 終末処理場の運転、汚泥処理、維持補修等に要する経費

流域下水道管理費 八代北部流域下水道施設の維持管理負担金

総係費 事業全般にわたる管理運営及び使用料の徴収等に要する経費

科目 内　　　　容

企業債償還元金 過去に借入を行った企業債（※借入金）の元金償還金

企業債償還利子 　　　　　　　　〃　　　　　　　　　の利子償還金



④ 前回の主な改定内容

◆ 基本料金と超過料金（従量料金）に限定した見直し

平均改定率がＨ２７年度改定時の改定率（６．３３％）と同程度になる

よう設定した。
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改定率

改定前 改定後 増加額 （％）

1,120 1,192 72 6.43

　9㎥～  20㎥ 175 186 11 6.29

21㎥～  30㎥ 180 191 11 6.11

31㎥～　50㎥ 190 202 12 6.32

51㎥～ 100㎥ 195 207 12 6.15

    101㎥～ 205 218 13 6.34

29 29 0 0

1.17 1.17 0.00 ー累進度（最高単価／最低単価）

公衆浴場（１㎥あたり）

汚水の排出量による区分

（１カ月当たり）

下水道使用料（円）

基本料金（8㎥まで）

超過料金
（１㎥あたり）

（消費税抜き）



⑤今回の改定（案）の内容

◆ 基本料金と超過料金（従量料金）の見直し

平均改定率が前回改定率（６．３２％）と同程度になるようなるよう
設定した。また、累進度について、使用量の増加に応じて使用料単価
が高くなるという趣旨から、これまでと同程度になるよう設定を行った。
なお、公衆浴場については、据え置きとした。

（消費税抜き）
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改定率

改定前 改定後 増加額 （％）

1,192 1,267 75 6.29

　9㎥～  20㎥ 186 198 12 6.45

21㎥～  30㎥ 191 203 12 6.28

31㎥～　50㎥ 202 215 13 6.44

51㎥～ 100㎥ 207 220 13 6.28

    101㎥～ 218 232 14 6.42

29 29 0 0

1.17 1.17 0.00 ー累進度（最高単価／最低単価）

汚水の排出量による区分 下水道使用料（円）

（１カ月当たり）

基本料金（8㎥まで）

超過料金
（１㎥あたり）

公衆浴場（１㎥あたり）



◆井戸水世帯における認定水量、及び、使用料体系据え置きの理由

（１）井戸水世帯における認定水量据え置きの理由

上水道世帯における直近５ヶ年の検針水量データは、次頁（表2）の
とおりであり、現在設定している世帯区分ごとの１人１月あたりの
認定水量とほぼ変わりない数値であるため変更なしとする。

・１人世帯・・９㎥／人（５ヶ年平均水量：９．０９㎥ ／人）
・２人世帯・・８㎥／人（ 〃 ：８．２８㎥ ／人）
・３人世帯・・７㎥／人（ 〃 ：６．８２㎥ ／人）
・４人世帯・・６㎥／人（ 〃 ：６．０６㎥ ／人）
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（２）使用料体系据え置きの理由

超過料金に係る段階区分については、Ｈ２７年度料金改定時に２段
階から５段階へ見直しを行っており、１４市の状況も考慮し、現状
据え置くこととする。



表２ 上水道検針水量データ

使　　用　　形　　態 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 5ヶ年合計

1 人 世 帯 件 数 件 25,247 26,510 30,045 33,521 37,732 153,055

水 量 ｍ３ 230,402 238,208 266,064 300,907 355,940 1,391,521

単 位 水 量 ｍ３／件・月 9.13 8.99 8.86 8.98 9.43 9.09

ｍ３／人・月 9.13 8.99 8.86 8.98 9.43 9.09

ｍ３／人・日 0.300 0.295 0.291 0.295 0.310

2 人 世 帯 件 数 件 20,665 21,284 21,700 22,149 22,972 108,770

水 量 ｍ３ 336,654 351,798 358,115 365,662 389,085 1,801,314

単 位 水 量 ｍ３／件・月 16.29 16.53 16.50 16.51 16.94 16.56

ｍ３／人・月 8.15 8.26 8.25 8.25 8.47 8.28

ｍ３／人・日 0.268 0.272 0.271 0.271 0.278

3 人 世 帯 件 数 件 14,819 15,202 15,685 15,716 15,951 77,373

水 量 ｍ３ 304,311 309,410 318,561 317,524 333,156 1,582,962

単 位 水 量 ｍ３／件・月 20.54 20.35 20.31 20.20 20.89 20.46

ｍ３／人・月 6.85 6.78 6.77 6.73 6.96 6.82

ｍ３／人・日 0.225 0.223 0.223 0.221 0.229

4 人 世 帯 件 数 件 13,214 13,496 14,066 14,792 15,353 70,921

水 量 ｍ３ 320,092 330,029 336,949 353,309 380,080 1,720,459

単 位 水 量 ｍ３／件・月 24.22 24.45 23.95 23.89 24.76 24.26

ｍ３／人・月 6.06 6.11 5.99 5.97 6.19 6.06

ｍ３／人・日 0.199 0.201 0.197 0.196 0.203
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表３ 排出量別下水道使用料金額の比較

（消費税抜き）
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表４ 改正による下水道使用料収入の見込額

（単位：千円、消費税込み）
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現行使用料 改定（案）使用料 増収見込額

収入額（Ａ） 収入額（Ｂ） (Ｂ)-(Ａ)＝(Ｃ)

4,754,715 5,055,213 300,498

５年度 1,187,547 1,262,604 75,057

６年度 1,188,542 1,263,659 75,117

７年度 1,188,037 1,263,117 75,080

８年度 1,190,589 1,265,833 75,244

合計

各
年
度
別
内
訳



◆改定後の経費回収率及び使用料対象経費

（前回の料金改定）

維持管理費の１００％
資本費（元金及び利子償還金）の５８．６％

対象経費 内容 経費回収率（改定後）

維持管理費
人件費、各施設のポンプ等を稼働するた
めの動力費、汚水を処理するための薬品
費、施設補修の費用、使用料徴収経費等

１００％

資本費
施設建設のために借り入れた市債の返済
分にあたる資本費（元金及び利子償還
金）

６０．３％
（本来は１００％とすべき）

市民生活への影響等を考慮
し、段階的に引き上げる

20



（税込 単位：千円）

表５ 使用料対象経費
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◆ 維持管理費

４カ年間の私費負担額 × 経費回収率 ＝ 使用料対象経費

3,031,185 千円 × 100％ ＝ 3,031,185 千円・・・（ア）

◆ 資本費

４カ年間の私費負担額 × 経費回収率 ＝ 使用料対象経費

3,357,666 千円 × 60.3％ ＝ 2,024,028 千円・・・（イ）

◆ 使用料対象経費

維持管理費（ア） ＋ 資本費（イ） ＝ 使用料対象経費合計

3,031,185 千円 ＋ 2,024,028 千円＝ 5,055,213 千円・・・（ウ）

◆ 算定期間内の１㎥当りの平均単価

※算定期間内の資本費を６０．３％使用料で回収する場合【段階的引き上げ】

使用料算入経費合計（ウ）

１㎥当りの平均単価 ＝

４カ年間の有収水量（D）

5,055,213 千円

＝ ＝ 215.4円・・・（エ）

23,473,392 ㎥

22



◆ 平均改定率

※算定期間内の資本費を１００％使用料で回収する場合【本来理想のパターン】

私費負担分（Ｃ）

１㎥当りの平均単価 ＝

４カ年間の有収水量（Ａ）

6,388,851 千円

＝ ＝ 272.1円・・・（Ｄ）

23,473,392 ㎥

※算定期間の改定後の使用料収入額

平均改定率 ＝ ー 1 × 100

算定期間の現行使用料による収入額

5,055,213 千円

＝ － 1 × 100 ＝ 6.32％

4,754,715 千円
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（３） 下水道管理費及び使用料算定対象経費の実績と計画 （表６）



◆ 経費回収率（全体）

◆ 経費回収率（資本費）

25

経費回収率（全 体）・・・汚水経費に対する下水道使用料の割合

改定しない場合 ７４．４％ ⇒ 改定後 ７９．１％

経費回収率（資本費）・・・汚水資本費に対する汚水維持管理費に充当した

後の下水道使用料の割合

改定しない場合 ５１．３％ ⇒ 改定後 ６０．３％



２．下水道財政の現状と見通し

（１）財政計画

26

【収支計画】 （単位：百万円、消費税込）
計画−実績

R1年度 2年度 3年度 4年度 計（ア） R5年度 6年度 7年度 ８年度 計（イ） （イ）−（ア）
（Ａ） 2,192.8 2,140.4 2,150.4 2,229.7 8,713.3 2,211.2 2,242.9 2,200.5 2,205.1 8,859.7 146.4
現  行 1,163.6 1,181.1 1,188.9 1,203.2 4,736.8 1,187.6 1,188.5 1,188.0 1,190.6 4,754.7 17.9
改定案 − − − − − 1,262.6 1,263.7 1,263.1 1,265.8 5,055.2 318.4
差   引 − − − − − 75.1 75.1 75.1 75.2 300.5 ー

275.5 269.4 220.9 229.2 995.0 232.5 239.8 259.5 278.7 1,010.5 15.5
746.4 683.8 735.9 792.8 2,958.9 785.3 810.2 748.6 731.4 3,075.5 116.6

7.3 6.1 4.7 4.5 22.6 5.8 4.4 4.4 4.4 19.0 △ 3.6
（Ｂ） 1,097.6 1,087.0 1,094.7 1,091.9 4,371.2 1,082.7 1,067.1 1,054.5 1,042.4 4,246.8 △ 124.5
汚水分 678.8 689.5 753.3 759.8 2,881.4 767.1 766.8 766.9 766.5 3,067.4 186.0
雨水分 61.0 65.4 32.1 33.7 192.2 33.7 33.7 33.8 33.8 135.0 △ 57.2
汚水分 308.8 285.5 264.2 248.4 1,106.8 232.7 219.0 206.8 196.8 855.3 △ 251.5
雨水分 49.0 46.6 45.2 50.0 190.8 49.2 47.6 47.0 45.3 189.1 △ 1.7
（Ｃ） 1,095.2 1,053.4 1,055.8 1,137.8 4,342.1 1,128.4 1,175.8 1,146.1 1,162.7 4,613.0 270.8
（Ｄ） 2,893.7 3,178.9 2,929.6 2,826.1 11,828.3 2,507.8 2,505.5 2,455.7 2,431.7 9,900.7 △ 1,927.6

736.4 1,042.4 860.2 817.1 3,456.1 685.0 738.0 683.5 683.5 2,790.0 △ 666.1
事業債 1,270.1 1,262.2 1,248.2 1,287.4 5,067.9 1,075.2 1,129.5 1,128.4 1,128.4 4,461.5 △ 606.4

平準化債 415.4 409.2 386.5 336.4 1,547.5 324.8 283.6 266.2 248.5 1,123.1 △ 424.4
48.7 47.7 53.7 39.0 189.1 76.1 49.9 51.2 56.9 234.1 45.0

154.6 168.3 176.5 179.1 678.5 176.7 185.0 167.6 157.2 686.5 8.0
現  行 264.9 247.0 201.2 163.4 876.5 160.0 109.5 158.8 157.2 585.5 △ 291.0
改定案 − − − − − 85.0 34.4 83.7 82.0 285.0 △ 591.5
差   引 − − − − − 75.1 75.1 75.1 75.2 300.5 ー

3.6 2.1 3.3 3.7 12.7 10.0 10.0 0.0 0.0 20.0 7.3
（Ｅ） 3,978.9 4,249.8 3,987.7 3,956.4 16,172.8 3,656.1 3,702.5 3,640.1 3,655.0 14,653.7 △ 1,519.1

2,140.7 2,410.0 2,184.1 2,186.2 8,921.0 1,902.3 1,948.2 1,947.4 1,968.9 7,766.8 △ 1,154.2
汚水分 1,665.0 1,671.0 1,654.9 1,619.9 6,610.7 1,599.9 1,591.4 1,509.7 1,482.1 6,183.1 △ 427.7
雨水分 173.2 168.8 148.7 150.3 641.1 153.9 162.9 183.0 204.0 703.9 62.8
（Ｆ） △ 1,085.2 △ 1,070.9 △ 1,058.1 △ 1,130.3 △ 4,344.5 △ 1,148.3 △ 1,197.0 △ 1,184.4 △ 1,223.3 △ 4,753.0 △ 408.5
現  行 10.0 △ 17.5 △ 2.3 7.5 △ 2.4 △ 19.9 △ 21.2 △ 38.3 △ 60.6 △ 140.0 △ 137.7
改定案 − − − − − 55.2 53.9 36.7 14.6 160.5 ー

計画

収
益
的
収
支

収入

下水道使用料

雨水処理負担金
一般会計負担金
その他収入

支出

維持管理費

支払利息

その他収入

区分 実績

他会計負担金

収支差引（Ａ）−（Ｂ）

資
本
的
収
支

支出

収支差引（Ｄ）-（Ｅ）

収支再差引（Ｃ）＋（Ｆ）
収支再差引（Ｃ）＋（Ｆ）

建設改良費

企業債償還金

収入
国庫補助金

企業債

受益者負担金分担金

他会計補助金



（２）財政計画積算の考え方 （現行の使用料体系の場合）

① 収入

（ア） 下水道使用料

有収水量等を過去の実績等をもとに予測すると、過去４カ年の実績と比較して０．２億円増加

（イ） 一般会計繰入金

維持管理費の増加はあるものの、企業債償還金の減少により過去４カ年と比較して１．４億円減少

（ウ） 国庫補助金

現行の基準（補助率や充当率）に基づき積算。下水道整備費の減に伴い減少

（エ）企業債

投資の重点化等により整備目標達成に必要な事業費を計上しており、企業債の償還期間と減価償却

費との差により生じる構造的な資金不足については、資本費平準化債を活用。

企業債全体の発行額としては過去４カ年と比較して１０．３億円減少

② 支出

（ア）維持管理費

管渠延長及び汚水量の伸びや、下水道施設の老朽化等により、過去４カ年と比較し１．３億円増加

（イ）下水道整備費

一層の重点化・効率化を図りつつ、整備目標達成に必要な事業費を計上

（ウ）企業債償還金

債務残高の減少により、過去４カ年と比較して３．６億円減少
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【令和5年度以降４年間 （改定案の使用料体系の場合） 】

◆下水道使用料の改定を含む増収額：３億１,８００万円

（令和4年度までの4年間との対比６．７％増）

◆一般会計繰入金の減少額：４億５，１００万円

（令和4年度までの4年間との対比８．２％減）



３．今後の下水道事業の展開

（１）事業展開の内容

【今後の課題】
 老朽化した施設の改築更新
 人口減少、厳しい財政状況の中での耐震・

浸水対策、公共用水域の水質保全の実施

【令和３年度末見込】
 建設投資総額９６１億円
 普及率４８．４％

【これからの下水道事業】
 合併処理浄化槽による整備

（小型で整備費用も安価、人口減少にも即応できる機動性がある）
 下水道整備計画の見直しによる投資の効率化
 コスト縮減を図りながら快適な水環境の維持・向上に努める
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（２）健全な下水道経営

【経営体質の強化】

 経費を抑制しつつ、事業効果を最大限に発揮

 今後の事業運営に的確に対応した効率的な執行体制づくり

【具体策】

①下水道施設の適正維持
• 下水道施設の計画的な調査・点検、及び計画的な修繕・改築の実施
（省エネルギー化・省力化・耐震強化など機能向上も併せて図る）

②効率的な事業運営
• 施設の機能維持・延命化等、効率的な維持管理
• 民間委託の推進による組織の効率化

④経営戦略の実行、及び、経営の見える化
• 令和2年3月に見直しを実施した経営戦略における取り組みの着実な実行
• 分かりやすい経営情報の開示による「見える化」を図る
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③未接続の解消
• 個別訪問などによる現行助成制度のＰＲにより水洗化の促進を図る


